
上越市津波避難計画（案）について 

１ 津波避難計画の目的、構成 

○ 目 的 
津波は、発生から浸水開始まで時間が短いことから、市民の皆さんひとりひとりが命を守

るための行動を即座に開始し、安全かつ円滑に避難場所までたどり着くことが重要です。そ
のためには、海岸沿岸地域の皆さんが主体的に避難していただくことが必要となります。 
市では、地震・津波発生直後から津波が終息するまでの概ね数時間から数十時間の間、市

民等の生命、身体の安全を確保するための対策に焦点を絞り、津波災害に対し、市及び地域
がとるべき行動を定め、適切に実施するため、市地域防災計画津波災害対策編に基づき津波
避難計画を策定します。 

 
○ 構 成 

新潟県津波避難計画策定指針（平成 26 年 7 月）を参考に、津波避難対策に関する基本的事
項をまとめた「基本計画」と、平成 25 年 12 月に新潟県が公表した「津波浸水想定図」を基
づき、避難対象地域及び指定緊急避難場所等の指定などを定める「避難行動計画」、更には、
避難対象地域ごとに具体的な避難対策や避難経路等を定める「地域別避難行動計画」を加え
た３部構成としています。 
 

上越市津波避難計画策定の概念図

上越市地域防災計画
（平成２６年３月）
津波災害対策編

「命を守る！」ための基本的事項と
想定に基づいた具体的な避難行動の
区分の明確化が必要

平成26年8月に作成した津波・
洪水ハザードマップを参考と
してシミュレーション

新潟県
津波避難計画策定指針
（平成２６年７月）

避難訓練における教訓事項、
地域住民の意見を反映

上越市
津波避難計画

【第１部】 基本計画

【第２部】 避難行動計画

【第３部】 地域別避難行動計画

 

２ 津波避難計画の内容 

○ 基本計画に記載する項目 
 

 

 

 

 

 

○ 避難行動計画に記載する項目 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域別避難行動計画に記載する項目 
 

 

 

 

 
 
 

３ 津波避難計画の地域等への周知・啓発 

対象 周知・啓発方法 

避難対象地域の町内会 
津波避難計画を配布 
地域での防災訓練やイベント等における周知・啓発 

避難対象地域の全世帯 
居住地域の「地域別避難行動計画」をＡ３カラー版で配布 
自宅内の壁面等に貼付するなどの取組を推進 

観光客、海水浴客 
観光協会、旅館組合、浜茶屋組合等と連携し、「地域別避難行動計
画・避難経路図」を各施設の目のつきやすい場所へ掲示を依頼 

市民等 
市ホームページや広報上越への掲載 
木田庁舎及び各区総合事務所での閲覧 

４ その他 

平成 26 年 8 月に国が津波断層モデルを設定、公表したことを受け、新潟県が新たに津波浸
水想定調査の実施を予定していることから、その動向を見据えながら、津波浸水想定図の変更
が成される場合には、変更内容を踏まえた必要な修正を行うこととします。 

① 総則   ⑦ 避難指示の発表 
② 避難対象地域の指定 ⑧ 避難行動要支援者の避難支援 
③ 指定緊急避難場所等の指定 ⑨ 観光客、海水浴客、釣り客等の避難支援 
④ 初動体制（市職員の参集等） ⑩ 津波防災に関する教育・訓練 
⑤ 避難支援に従事する者の安全確保 ⑪ 冬期間の津波対策 
⑥ 津波情報等の収集・伝達 

① 避難行動計画の考え方 
② 想定に基づく避難対象地域の指定等 

・想定津波  
・津波浸水想定区域の設定 
・避難対象地域の指定 
・津波避難困難区域の検討 

③ 想定に基づく指定緊急避難場所等の指定 
・指定緊急避難場所及び津波避難ビルの指定 

① 津波から避難するための事前準備 
② 津波からの避難マニュアル（自主防災組織等の取り決め） 
③ 避難経路図（避難経路、避難場所、避難上の注意点等） 

※ 11 月 25 日～12 月 2 日の間 
市内５会場において、地域との意見交換会を開催し、地域の考えを集約 

地域の皆さんの視点での津波避難計画となるよう、計画の策定に当たっては、 
地域の意見を反映しています。（一部、調整中の町内会あり） 

資料 1-(1) 

所管委員会 災害対策特別委員会 

提 出 課 防 災 危 機 管 理 課 

 


